
 
 

   令和６年１月１１日 

日本原子力研究開発機構 

新型転換炉原型炉ふげん 

 

令和５年度 新型転換炉原型炉ふげん 

原子力事業者防災業務計画 修正概要(案) 

 

原子力事業者防災業務計画（以下、防災業務計画という）第１章第５節に基づき、防災

業務計画を修正する。修正概要は以下のとおり。 

 

１．地域防災計画との整合 

・避難時の簡易除染や緊急事態応急対策活動等で発生する汚染付着物・汚染水の処理

については原子力事業者が実施する旨を明記する。【第３章 第２節 ９.】 

 

２．原子力防災組織の見直し 

・機構対策本部の組織に武力攻撃時等による災害発生時の指定公共機関としての対応

体制を明確化するため、国等支援対策班を追加する。【別図２－２－３】 

 

３．放射線測定設備測定レンジの誤記修正 

・放射線測定設備（モニタリングポスト）のうち、電離箱の測定レンジの誤記を修正

する。【別表２－３－３】、【別図２－３－１０】 

 

４．その他記載の適正化 

① 他事業所の原子力事業者防災業務計画との整合を図り、ふげん原子力防災組織図

から「班長」、「班員」の記載を削除する。【別図２－１－１】 

② 読替え表の反映（令和５年１０月５日届出）【別図２－２－９】 

  ⮚ 国土交通省の組織名称の変更 

 

                                以上 



現  行（令和 4 年 12 月９日） 修 正 案 理  由 

新型転換炉原型炉ふげん

原子力事業者防災業務計画

令和４年１２月 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

新型転換炉原型炉ふげん

新型転換炉原型炉ふげん

原子力事業者防災業務計画

（修正案）

令和●年●月 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

新型転換炉原型炉ふげん

年月の変更 

1



現  行（令和 4 年 12 月９日） 修 正 案 理  由 

番号 年 月 日 内 容

19 令和 3年 8月 27日 

・ＥＲＳＳ伝送時期の変更

・他の原子力事業者等への支援要請の明確化

・原子力防災要員職位等修正

・その他記載の適正化等

20 令和 4年 4月 1日 

・組織改正に伴う変更の反映

・ＥＲＳＳ伝送に係る事項追加

・原子力災害対策指針の改正に伴う表現の見直し

・その他記載の適正化等

21 令和 4年 12月 9日 

・読み替え表の反映

・ＥＲＳＳ伝送データの別表追加

・その他記載の適正化等
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・他の原子力事業者等への支援要請の明確化

・原子力防災要員職位等修正

・その他記載の適正化等

20 令和 4年 4月 1日 

・組織改正に伴う変更の反映

・ＥＲＳＳ伝送に係る事項追加

・原子力災害対策指針の改正に伴う表現の見直し

・その他記載の適正化等

21 令和 4年 12月 9日 

・読み替え表の反映

・ＥＲＳＳ伝送データの別表追加

・その他記載の適正化等

22 令和●年●月●日 

・滋賀県地域防災計画との整合

・原子力防災組織の見直し

・読み替え表の反映

・その他記載の適正化等
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現  行（令和 4 年 12 月９日） 修 正 案 理  由 

動を行うふげん現地対策本部の要員の線量評価を行う。 

９．要員の派遣、資機材の貸与 

ふげん現地対策本部長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公

共団体の長その他の執行機関の実施するふげん構外における応急の対策が、的確かつ円

滑に行われるようにするため、敦賀対策本部長の協力を得て、別表３―２―２９に定め

る要員の派遣、資機材の貸与その他ふげん内の状況に関する情報提供等、派遣先の要請

に応じて必要な措置を講じる。 

10．広報活動 

（１）ふげん現地対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始されるまでに報

道機関から取材要請を受けた場合、又は当機構から緊急記者発表を行う必要があると

認めた場合は、敦賀対策本部長にその状況に応じて対応を依頼する。 

依頼を受けた敦賀対策本部長は、災害の状況等を考慮したうえで、公表場所を記者

発表に適切な任意の場所に設定する。 

（２）ふげん現地対策本部対外対応班長は、公表する情報を別図３―２―１４に定める連

絡経路により連絡し、敦賀対策本部広報班長は公表する内容を取りまとめ、（１）の

場所で記者発表を行う。なお、ふげん現地対策本部対外対応班長は、別図２―２―８

（警戒体制時にあっては別図２―２―５）に定める経路により関係箇所に連絡する。

また、公表する内容について、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。 

（３）ふげん現地対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始された場合は、

敦賀対策本部長の協力を得て原子力防災センター内の活動に必要な要員を派遣し、ふ

げんの状況及び実施している応急措置の概要等周辺住民に役立つ正確かつきめ細かな

情報を随時報告させることにより、原子力防災センターにおいて実施される合同記者

発表に協力する。 

（４）敦賀対策本部長は、原子力災害に係る住民からの問い合わせに備え、住民広報窓口

を設置する。 

11．応急復旧 

（１）ふげん現地対策本部施設班長は、中央制御室の計器等による監視及び巡視点検の実

施により、ふげん設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努める。 

（２）ふげん現地対策本部長は、応急復旧のための計画を作成し、当該計画に基づき速や

かに復旧対策を実施する。その際、原子力防災センターにおける運営が開始された場

合は、十分な連絡調整を実施する。 

（３）敦賀対策本部長は、ふげん設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努め、応

急復旧計画作成の支援を実施するとともに、必要な資機材の確保、応急復旧要員の派

遣等を行う。

動を行うふげん現地対策本部の要員の線量評価を行う。 

９．要員の派遣、資機材の貸与及びその他必要な措置 

ふげん現地対策本部長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公

共団体の長その他の執行機関の実施するふげん構外における応急の対策が、的確かつ円

滑に行われるようにするため、敦賀対策本部長の協力を得て、別表３―２―２９に定め

る要員の派遣、資機材の貸与その他ふげん内の状況に関する情報提供等、派遣先の要請

に応じて必要な措置※を講じる。 

  ※：必要な措置には、避難退域時検査及び簡易除染で発生する汚染付着物・汚染水の

処理を含む。

10．広報活動 

（１）ふげん現地対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始されるまでに報

道機関から取材要請を受けた場合、又は当機構から緊急記者発表を行う必要があると

認めた場合は、敦賀対策本部長にその状況に応じて対応を依頼する。 

依頼を受けた敦賀対策本部長は、災害の状況等を考慮したうえで、公表場所を記者

発表に適切な任意の場所に設定する。 

（２）ふげん現地対策本部対外対応班長は、公表する情報を別図３―２―１４に定める連

絡経路により連絡し、敦賀対策本部広報班長は公表する内容を取りまとめ、（１）の

場所で記者発表を行う。なお、ふげん現地対策本部対外対応班長は、別図２―２―８

（警戒体制時にあっては別図２―２―５）に定める経路により関係箇所に連絡する。

また、公表する内容について、あらかじめ定める関係機関へ情報連絡を行う。 

（３）ふげん現地対策本部長は、原子力防災センターにおける運営が開始された場合は、

敦賀対策本部長の協力を得て原子力防災センター内の活動に必要な要員を派遣し、ふ

げんの状況及び実施している応急措置の概要等周辺住民に役立つ正確かつきめ細かな

情報を随時報告させることにより、原子力防災センターにおいて実施される合同記者

発表に協力する。 

（４）敦賀対策本部長は、原子力災害に係る住民からの問い合わせに備え、住民広報窓口

を設置する。 

11．応急復旧 

（１）ふげん現地対策本部施設班長は、中央制御室の計器等による監視及び巡視点検の実

施により、ふげん設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努める。 

（２）ふげん現地対策本部長は、応急復旧のための計画を作成し、当該計画に基づき速や

かに復旧対策を実施する。その際、原子力防災センターにおける運営が開始された場

合は、十分な連絡調整を実施する。 

（３）敦賀対策本部長は、ふげん設備の異常の状況、機器の動作状況等の把握に努め、応

急復旧計画作成の支援を実施するとともに、必要な資機材の確保、応急復旧要員の派

遣等を行う。

地域防災計画との

整合 

地域防災計画との

整合（避難退域時検

査及び簡易除染で

発生する汚染付着

物・汚染水の処理

を原子力事業者が

実施する旨を明記） 
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現  行（令和 4 年 12 月９日） 修 正 案 理  由 

別表２－３－３ ふげん敷地周辺の放射線測定設備の種類

名 称 測定対象 測定器種類、測定レンジ

モニタリングポスト※(EL140m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(10～108nGy/h) 

モニタリングポスト２※(EL70m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(104～108nGy/h)

※：原災法第 11 条第 1 項に基づく放射線測定設備 

別表２－３－３ ふげん敷地周辺の放射線測定設備の種類

名 称 測定対象 測定器種類、測定レンジ

モニタリングポスト※(EL140m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(10～108nGy/h) 

モニタリングポスト２※(EL70m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(10～108nGy/h)

※：原災法第 11 条第 1 項に基づく放射線測定設備 

誤記修正 
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現  行（令和 4 年 12 月９日） 修 正 案 理  由 

記載の適正化 

 部分削除 

（もんじゅ、電力会社と

の整合） 
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現  行（令和 4 年 12 月 9 日） 修 正 案 理  由 

原子力防災組織の見

直し（武力攻撃時等 

による災害発生時の

指定公共機関として

の対応体制の明確化） 
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現  行（令和 4 年 12 月 9 日） 修 正 案 理  由 

別図２－２－９ 事業所外運搬における原子力防災体制発令時等の通報（報告）経路 別図２－２－９ 事業所外運搬における原子力防災体制発令時等の通報（報告）経路

記載の適正化（国土交

通省の組織名称の変

更）（令和 5 年 10 月 5

日提出の読替え表の

反映） 

事業所外運搬責任者

ふげん原子力防災管理者（ふげん現地対策本部長）

事象発生場所を管轄する

警 察 本 部  

事象発生場所を管轄する

消 防 本 部  

事象発生場所を管轄する

海 上 保 安 部  

敦 賀 原 子 力 規 制 事 務 所

(原子力防災専門官) 
（原子力運転検査官)  
（上席放射線防災専門官）

国土交通省（国土交通大臣）

①事象発生場所が海上の場合

海事局検査測度課

②事象発生場所が陸上の場合

物流・自動車局車両基準・国際課

内 閣 府 （ 内 閣 総 理 大 臣 ）

内閣府 政策統括官 (原子力防

災担当)付参事官(総括担当)付 

関 係 省 庁 事 故 連 絡 会 議

又は原子力災害対策本部 ( 内閣府内 ) 

原 子 力 防 災 セ ン タ ー

現地事故対策連絡会議又は原子力災害合同対

策 協 議 会 ( 総 括 班 、 プ ラ ン ト チ ー ム ) 

事 故 発 生 場 所 を 管 轄 す る 市 町 村

災 害 対 策 本 部

事 故 発 生 場 所 を 管 轄 す る 都 道 府 県

災 害 対 策 本 部

経済産業省中部経済産業局

電力・ガス事業北陸支局 
総 務 課

内閣官房(内閣官房副長官補 
(事態対処・危機管理担当)付） 

内閣官房(内閣情報集約センター) 

事象発生場所を管轄する

都 道 府 県 知 事 

事象発生場所を管轄する

市  町  村  長 

原子力規制庁  

緊急事案対策室 

(原子力規制委員会) 

：電話

：ＦＡＸ

：原災法第 10 条第１項(又は原災法第 25 条第２項)に基づく通報(報告)先 

：設置されている場合に連絡

事業所外運搬責任者

ふげん原子力防災管理者（ふげん現地対策本部長）

事象発生場所を管轄する

警 察 本 部  

事象発生場所を管轄する

消 防 本 部  

事象発生場所を管轄する

海 上 保 安 部  

敦 賀 原 子 力 規 制 事 務 所

(原子力防災専門官) 
（原子力運転検査官)  
（上席放射線防災専門官）

国土交通省（国土交通大臣）

①事象発生場所が海上の場合

海事局検査測度課

②事象発生場所が陸上の場合

自動車局車両基準・国際課

内 閣 府 （ 内 閣 総 理 大 臣 ）

内閣府 政策統括官 (原子力防

災担当)付参事官(総括担当)付 

関 係 省 庁 事 故 連 絡 会 議

又は原子力災害対策本部 ( 内閣府内 )

原 子 力 防 災 セ ン タ ー

現地事故対策連絡会議又は原子力災害合同対

策 協 議 会 ( 総 括 班 、 プ ラ ン ト チ ー ム ) 

事 故 発 生 場 所 を 管 轄 す る 市 町 村

災 害 対 策 本 部

事 故 発 生 場 所 を 管 轄 す る 都 道 府 県

災 害 対 策 本 部

経済産業省中部経済産業局

電力・ガス事業北陸支局 
総 務 課

内閣官房(内閣官房副長官補 
(事態対処・危機管理担当)付） 

内閣官房(内閣情報集約センター) 

事象発生場所を管轄する

都 道 府 県 知 事 

事象発生場所を管轄する

市  町  村  長 

原子力規制庁  

緊急事案対策室 

(原子力規制委員会) 

：電話

：ＦＡＸ

：原災法第 10 条第１項(又は原災法第 25 条第２項)に基づく通報(報告)先 

：設置されている場合に連絡
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現  行（令和 4 年 12 月 9 日） 修 正 案 理  由 

別図２―３―１０ ふげん周辺監視区域境界付近の放射線測定設備

名 称 測定対象 測定器種類、測定レンジ

モニタリングポスト(EL140m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(10～108nGy/h) 

モニタリングポスト２(EL70m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(104～108nGy/h) 

別図２―３―１０ ふげん周辺監視区域境界付近の放射線測定設備

名 称 測定対象 測定器種類、測定レンジ

モニタリングポスト(EL140m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(10～108nGy/h) 

モニタリングポスト２(EL70m) 空間線量率 ＮａＩ(10～105nGy/h)、電離箱(10～108nGy/h) 
誤記修正 

：原災法第 11 条第１項に基づく通報対象となる放射線測定設備 ：原災法第 11 条第１項に基づく通報対象となる放射線測定設備 
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